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３．投票をする（不在者投票） 

届いた封筒を最寄り（滞在地）の選挙

管理委員会に持参して投票をする。 

不在者投票は郵送で行うため時間がかかりますので、早めに手続きをしてください。 
 

4.不在者投票が終わると・・・ 
投票用紙は、南陽市選挙管理委員会に送付

されます。個人での送付は不要です。 

１．投票用紙を請求する 

請求書に記入したら南陽市選挙管理委員会へ提出します。提出

方法は、郵送または直接持参するか、やまがた e申請やマイナ

ポータルを利用して請求することもできます。 

電子申請をする。 

有権者 

不在者投票の請求から投票までの流れ 

２．投票用紙を受け取る※注意！！ 

投票用紙は郵送で届きます。届いた中の封筒は開けない

でください。開封すると投票できません。 
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